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　（法９２条４項から７項まで関係）
令和　　　年（ 　　　 ）第　　　　　　号

配当留保事由が消滅していない旨の届出

地方裁判所民事第　　部　御中

令和　　　年　　　月　　　日
配当等が留保された債権者の表示
（住所）

（氏名・名称）　　　　　　　　　　　　　　　　　印　
（連絡先電話番号）

債務者の表示
（氏名・名称）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



１　頭書事件に係る配当期日又は弁済金交付日（民事執行法９１条１項各号に掲げる事由（配当留保事由）が消滅していない旨の届出をした場合にあっては最後に届出をした日）以降、配当留保事由は消滅していません。

２　配当留保事由が消滅していない理由及び今後の見通しは次のとおりです（具体的に以下に記載してください。別紙引用可。）。

